
『「家族 」 の時 代 と して の20世 紀 』

椎 野 信 雄

今回の特集 「20世紀 とは何だったのか」の編集意図は、「…20世 紀 のもっとも重要な諸問

題 をえらび出 し、来世紀を見晴るかす長い文明論的な視野に立って事態を分析 し、いきづま りの

ゆ くえや未来へのささやかな希望を大胆に描 きたい」 というものである。そ してい くつかのテー

マの中で、わた しは 「変わる男 と女の関係、そ して家族の崩壊」を担当することになった。確か

に、 『:豊かさ、都市化は、男 と女の関係や家族 という伝統的な生活秩序にも大 きな変化をもたら

している。今や家族という単位の機能 自体を再定義せざるをえないほどである。なぜ男 と女の役

割がか くも変わり家族は 「崩壊」するに至 ったのか。そ してそのゆくえは。』と、わた したちは

考え直す時にきている。 ここで考えるべきこととして提起されているのは、豊かさや都市化 と、

男女関係や家族の関係性 という問題であると理解できるが、わた しは20世紀 と家族という問題を

主に考えてゆきたいと思 う。 というのも、まず男 と女の関係や役割の原型 として措定 されるのは

家族関係のあり方であるからだ。 また確かに豊かさや都市化のゆえに家族に変化がもたらされた

とも言える。だが、そ こで変化がもたらされている家族 とい う概念 自体を、もう一度、歴史的時

間の中に埋め戻 してや ることがより重要であ り、この特集の意図により叶ったものになると思わ

れるからである。

家族 どい うものは20世紀に特有の現象だったのではないかとわたしは考えている。ゆえに、家

族を20世紀の特異な現象としてとらえる視角から、家族について考察 してみたいと思う。つまり

家族 という現象は、19世 紀以前には生起 しなかった し、 また21世紀以降にも生起 しない、まさに

20世紀にのみ固有の現象ではないのかとい う視点か ら家族問題を考えたいのだ。ただ しここで言

う20世紀 とは、西X1901年 の一月一 日午前0時 に始まって、2000年 の十二月三十一 日午後12時 に

終わる100年 間の年代や歴史的時代のことを意味 してい るわけではない。20世 紀という時代は、

すでに部分的には19世 紀に始まっていたし、21世 紀にも部分的につながっているはずである。わ

た しはこうしたグラデ～シ ョソ(連 続性)を もった時代 として20世 紀をとらえている。

1.普 遍的 「家族」観

家族が急速に変化 しつつあるという認識が人びとの間に広がり始めている。家族はこれか らど

こへ行 くのか、いったい21世 紀の家族はどうなって しまうのか、といった漠然とした不安感を人

びとは募 らせているようだ。家族は崩壊 しつつある、家族は機能 しな くなっている、家族は衰弱

していると危機感をあおる言説の数もふえている。具体的には、離婚率の増加 ・婚姻率の低下 ・

晩婚化 ・出生率の低下 ・婚外子出生率の増加などの人 口学的変化、そ して家庭内暴力 ・家庭内離

婚 ・家庭内不和 ・仮面夫婦 ・父親不在などのいわゆる 「家庭」問題が危機をあおる要因 とされて

いる。 しか しわた したちが問 うべき問題は、「家庭 のゆ くえ」ではな く、そのように問 う時に想

定 されている家族概念のあり方そのものではないのだろ うか。

これまでの多 くの家族論では、戦前の家制度の下での家父長制的なイエと、敗戦後の夫婦 と子

ども中心の民主主義的な核家族(1)を対比させて家族を理解することが一般的であった。 日本の封
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建的なイエ(2)(旧 民法の 「家」)か ら欧米風の理想的で民主的な核家族としての近代的な家族

(新民法の家族)へ の移行は、歴史的必然だと考えられていた。そ して核家族は家父長制的なイ

エ制度か らの解放であるととらえ られ る一方で、戦後の核家族はイエ制度 と比べてその基盤が脆

弱であると考 えている人たちもいる。

実は、 このような家族論で考察 されている家族(イ エや核家族)に は、ある共通 した特徴があ

るように思われる。実際のところ、わた したちが所属する第一次集団(3)としての家族とい うもの

は、あまりにも日常的なもので、それを対象化 ・相対比する視点をもつことが困難になっている

のが現実であろう。多 くの場合、わたしたちの生活の根底 をなすと考えられている家族の特性は、

生活の基本条件 として自明視 され、ほとんど意識 の対象になることな く、議論以前の前提 とされ

て しまうのだ。 したがって、わた したちのいだ く家族観は、見たところでは、それ自体が自然で

普遍で不変であると考えられたものが多いのである。つまりほとんどの家族論は、「家族普遍論」

(家族は人類普遍だという主張)と して展開されているのだ。実はこうした傾向の議論は、一般

の人たちの間だけではなく、いわゆる家族論の専門家たちの中にさえ広 く浸透 している。た とえ

ば家族論の専門家の一役を担っている家族社会学 もこの例外ではない。従来の家族社会学の家族

についての基本仮説は以下のようなものだと思われている(4)。

1家 族は人類社会に普遍的に存在す る

2家 族は歴史や文化差をこえて変わらない本質をもつ

3家 族は集団である

4家 族はおもに親族よりなる

5家 族成員は強い情緒的絆で結ばれている

6家 族のもっとも基本的な機能は子 どもの社会化である

7家 族成員は性別により異なる役割をもつ

8家 族の基本型は核家族である。

つまり、従来の家族社会学的に定義 された家族の特徴は、まず第一にそれが普遍的な ものであ

り、それゆえに家族は文化的 ・歴史的に不変であることが大前提 となっいるのだ。 ここで定義さ

れた家族は、どんな社会において もまたどの時代においても共通 した普遍的本質(価 値)を もつ

ものとして理解 されているのである。

2.「 近代家族」論

従来の家族論 とは違 って現在の新 しい家族論⑤は、歴史的見地に立 って家族の普遍性に大 きな

疑問を投げかけている。 ここには従来の家族観は、ある時代に生起 した歴史的現象にす ぎないと

い う発見があ ったのだ。そ して新 しい家族論に導入 され た主要概念が 「近代家族modern

family」 という用語なのである。従来の家族論が普遍的な家族の定義として把握 していた家族観

は、実際 には普遍的家族ではな く、近代家族という歴史的な家族観にす ぎなかったという発見が

あったのだ。従来の家族定義 とは、実のところ 「近代」とい う歴史的時代に固有の家族のことを

指 して普遍家族だと称 していたにす ぎない。こうした近代家族の特徴は理念型として、だいたい

以下のようにまとめることがでぎるはずだ(6)。
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1家 内領域と公共領域との分離

2家 族構成員相互の強い情緒的関係

3子 ども中心主義

4男 は公共領域 ・女は家内領域 とい う性別分業

5家 族の集団性の強化

6社 交の衰退 とプライバシーの成立

7非 親族の排除

8核 家族

近代家族の特徴 といったところで、従来の家族論の定義とあまり変わ らないではないかと、疑

問に思 う人も多いのではないだろうか。家族とはこんな ものだし、どの家族 も似た り寄った りで、

こうした特徴は当 り前に思えて しまうかもしれない。 しかしここで重要なのは、こうした家族の

特徴といったものが、まぎれもなく近代社会における家族の特徴であるということを確認 してお

くことなのだ。繰 り返 して言えば、「家族」とい うものは、歴史的に普遍なものではな く、近代

以前には生起 していなかった集団であり、近代 になって初めて生起 した集団にすぎないのである。

現在の家族論では、近代家族が成立 したのは、18世 紀後半から19世紀のことだと言われている。

とすると、19世 紀以降に人類は近代家族を営み始めて、20世 紀 ・21世紀 とそれにつ らなる時代に

も人類は 「近代家族」を営み続けていくと考 えて しまいがちである。 しかし、実はそうではない

のではないだろうか。未来のことを知るために、まずは過去を振 り返ってみることにす る。19世

紀以降め近代家族を考えた時に見す ごされて しまうのは、19世 紀の近代家族 と20世紀の近代家族

の質的な差違である。確かに近代家族は18世 紀後半から19世紀にかけて成立 した ものであるが、

その成立時の近代家族のあり方と、その後の20世 紀 における近代家族のあ り方には、大 きな違い

が見 られるのである。

3.20世 紀近代家族 と しての 「家族」

近代家族は、近代社会における中産階級にその基盤がある。おそらくこのことは19世 紀にも20

世紀にもあてはまるだろう。 しか しなが ら19世紀の中産階級と20世紀の中産階級では、社会にお

ける位置づけが異なっているのだ0簡 単に説明すると、19世 紀の中産階級は、資本家階級と労働

者階級には さまれた中間的な、一部の社会階級であったのに対 して、20世 紀の中産階級は社会の

中核的な大多数の階級 だとい うことだ。つまり、19世紀の近代家族は、社会の中の部分的な(第

一次)集 団に過 ぎなかったのだ。つまり19世紀には近代家族以外にもいろいろな(第 一次)集 団

の類型があ ったのだ。 これに対 して、20世 紀の近代家族は社会の中核的な(第 一次)集 団になっ

ているとい うことが重要な点なのだ。 こうした20世 紀の現象を、近代家族の大衆化と呼ぶ人もい

る。要するに、20世 紀に(正 確には両大戦期間に)一 般大衆の中産階級化つまり近代家族化が生

起 したのである(7)。

これ以降、一夫一婦の終身婚で、夫に扶養 の義務がある専業主婦である妻 と二人の子 どもとい

う構成が 「家族」の原型 となった。そして愛情家族という理想化された家族のイメージが、社会

の全域に流布 していったのだ。それと同時に、公的領域 と私的領域の明確な区別、そしてそれぞ

れの領域の性別化 という社会秩序が成立 してい った。 ここで成立 した近代家族 としての家族観が、
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それ以後の20世 紀において専門家を含めた多 くの人たちが家族を想起するときの 「家族」の原型

となっていった。「家族」 とは、実のところ20世紀近代家族(8)のことなのである。

20世 紀後半の 「豊かな社会」の経済条件を前提に、「家族」というものは 「先進国」ではどこ

でも同じような標準化 した集団となり、だれもが似たような家族像をもちながら生活するように

なっていった。つまり 「家族」は近代社会の社会制度(規 範)の 一つになったのだ。「家族」 と

は、安定 した画一的な 「普遍的な」イメー ジをもつ集団 となり、20世 紀の近代家族の特徴を備 え

た集団 となったのである。

4.「 家族」単位社会の完成

「家族」が社会制度(規 範)に なるとい うことは、その社会の中で生活 している人びとにとっ

て 「家族」 とい うものが、それに属す ることがごく自然なことと感 じられるような共同体 になる

ということである。共同体 としての 「家族」に所属す ること、そして 「家族」を作 ることが人び

との生活にとって 自明で必然のことになるのだ。そしてその社会の人びとを見る時に、結婚 した

男女 とい う 「家族」の要因が第一義的に重要な意味を持つことになるのだ。また 「家族」に属す

ることで さまざまな満足感や幸福感を日常的に得 るようになると、「家族」を作 るための恋愛や

愛惰が賛美 され るようになる。その構成員(夫 婦 と子ども)が 人間類型(男 女の概念)の 再生産

原理となり、人間(男 女)に とって 「家族」はすばらしいものだとい う基本理念が正当性を帯び

て くるようにもなるのだ。具体的には異性男女の(恋 愛)結 婚による愛情家族が人間として自然

のこと、当然のこととなり、人びとの幸福の必要条件とされてきたのだ。20世 紀の近代社会は、

こうしたひと組の男女の 「家族」を単位とする社会であり、そうした 「家族」単位を中心 として

生活 ・経済 ・文化 ・政治の社会制度を編成 した社会なのである。

「家族」が単位である社会とは、以下のような制度をもつ社会だと考えることができる(9)。

(1)「家族」が社会的単位の標準(規 準)で あ り、その単位の下位構成要素(個 々の構成員)、

あるいは単位の構成要素(夫 婦や子 ども)以 外の要素は、社会の構成要素 と見なされず、

社会の行為主体の単位ではないとされる。つまり標準世帯 「家族」のみが社会の行為主体

(一人前の社会単位)と みなされるのだ。標準家族は、非標準家族の成員(独 身者 ・離婚

者 ・非婚者 ・婚外子 ・非嫡出子 ・母子家庭 ・父子家庭 ・同性愛者など)を 差別することに

よって成立することになる。

(2)下 位構成要素はその二者が結合 しては じめて一つの 「単位」 となる。 この下位構成要素

(二者)は 相互に異質の補完的な要素であることが前提 とされる。つまり男女の異質で補

完的な特性(男 女二分法)が 本質とされて しまうのだ。 したがって夫が外で妻が内といっ

た性別役割分業が正当化 され、それは自然なことで不平等なことでないとみなされる。 こ

うした枠組の中で 「男 らしさ」 と 「女 らしさ」の規範が強制的に形成され ることになるの

だ。

(3)「家族」的な男女の概念は、結婚によって完全無欠の存在つまり本来の姿 となる。未婚の

男女は、それ自体では欠陥人間で、不 自然であ り、定義上 「不幸な」人 とされて しまう。

つま り、結婚は男女にとって当然の ことであ り、男女の幸福の源泉 となるのだ。

(4)強 制的な性別役割分業は、 自明視され、不平等だとして問題視され ることはない。単位と

しての 「家族」内には、抑圧や差別や葛藤 といった社会問題は存在 しないことになる。家
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事 ・育児 ・世話 ・介護が問題になるのは、家族の 「愛」が不足 しているからにす ぎないの

だ。

(5)「家族」は一心同体であり、一人の代表者を有する。「家族」とい う単位では、個々の構成

員の 「自己主張」はわがままとして非難 ・抑圧 され、最終的に代表者の意志決定に従属す

ることになっている。「家族」単位の社会では、定義上、男性(夫)が 基本的 に単位の代

表者(世 帯主〉とみなされ、女子どもは 「被扶養者」として従属的な陰の存在となるのだ。

かくして 「家族」単位の社会では、賃労働(会 社企業〉や家事労働(家 庭生活)の 領域、およ

び国家の領域 においても 「家族」単位を前提 とした編成がなされる。そ して 「家族」を養 う夫は

企業社会の一員として会社中心人間となり、家事育児を担 う妻は、当然にも家庭的な 「女 らしさ」

の役割を果たす二流の社会人となってゆ くのだ。また国家 も 「家族」単位中心の行政(雇 用制度・

税金制度 ・年金制度 ・社会保険制度 ・育児/教 育制度など)を 実行することで、異性愛結婚 によ

る家族の 「男 と女」(夫 と妻)に 正当性を付与す る社会制度を形成 ・維持 している。 こうして

「家族」単位の社会は、正当なる家族的 な 「男 と女」で構成された社会になるのだ。「家族」単

位の社会の中の個人は、あくまで も 「家族を背負った個人」にすぎず、そこでの個人は必然的に

「家族の一部分」 とされて しまうのだ。つまり非家族的 な個人や男女のあり方は正当化 されず、

想像することさえで きな くなっているのだ。「家族」単位の社会においては、家族的な性別秩序

や個人観が強制されて しまうのである。

5.「 家族」の時代 と しての20世 紀の終焉

20世 紀の後半、特に70年 代以降に家族生活の領域で生起 してい る現象は、「家族」の多様化そ

して家族の 「個人化」の ようである。核家族 ・法律婚家族のみならず、拡大家族世帯 ・事実婚家

族 ・同棲家族 ・離婚家族 ・再婚家庭 ・子無 し家族 ・共働 き家族 ・友人家族 ・ペット家族 ・ホテル

家族 ・同性愛者家族 ・単身世帯などといった家族の多様化が起こっている。 これまで自明視 され

て きた 「標準世帯」だけを家族だ とみなす ことに異議 を唱える人びとの数が無視できないほど多

くなってきたのだ。また、結婚 しない男女、未婚、独身、非婚、同居カップル、シソグル ・マザー、

婚外生殖、女性の脱専業主婦化、男性の脱会社人間化などこれまでの家族を前提としないライフ

スタイルも 「正当」な市民の生活 として(少 なくとも他人事 としては)認 知 される社会が到来 し

ているのだ。 さらには、家族を一つの選択肢 として、個人のライフスタイルとして意図的に選択

したいとい う意識の人 も現れ るだろう。家族 になって個人が完結するのではな く、「個人」の私

的な選択の結果と しての家族生活を意識する人びとの出現である。つまり 「個人化する家族」(1°)

として指摘 されている現象の ことである。

こうした現象が顕在化す るにつれて、「家族の崩壊」 とい う不安はますます高まりつつある。

そ して家族のr個 人化」現象が顕著にな り、例えば家族をゲマイソシャフ ト(運 命共同体)と し

てではな く、ゲゼルシャフ ト(契 約関係)と して意識す る人びとの数が増 えつつあるのだ(u)。

「家族生活は人の一生の中であた り前の経験ではなく、ある時期に、ある特定の個人的つながり

をもつ人々 とでつ くるもの」(iz)と考える人びとの出現である。20世 紀の終焉 と共に、家族 もバラ

バ ラの個人 となるような終末論が リアリティをもって語 られるようになっているのだ。

20世 紀近代家族観は、「家族」単位の社会を編成 してきたが、この 「普遍的な」家族像は、ま

さにその幻想性を自覚する 「幻滅」の時代に入 りつつあるようだQ美 化され理想化 されていた観
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念は、現実に起 こっている数々の特異現象によってその幻想性が明らかにされつつあるのだ。普

遍的な永久不変のものとしての20世 紀近代家族の幻想がもたらす さまざまな現実的な矛盾 ・不満・

疑問 ・危機 ・不平等 ・問題 ・抑圧 ・負担などに対する認識が深 まり、現状に対す る異議 申し立て

が起こりつつあるのだ。

こうした20世 紀近代家族の変動期には、さまざまな家族論(13)が登場することになる。 これが現

在生起 している情況であろう。 こうした近代家族の崩壊の危機を前に して、ある人びとは保守的

な反応として、「家」制度の復活や近代家族規範の強化を主張 している。また近代家族幻想にどっ

ぷ り浸か り、ひたすら 「家族」の普遍性の神話を物語る人 もいる。 しかし現実的な対処 を試みる

人びとは、近代家族とは異なる 「新 しい家族」のあり方を提案 し、危機を乗 り切 ろうとしている。

進歩的な人びとの中には、男女平等主義的な21世 紀家族を提唱 している人 もいる。 しか しわた し

自身は、近代家族の代替案 として 「家族」を選択肢の1つ と して残すようなリベラルな 「個人化

する家族」論(個 人の私的な選択の結果 としての家族論)の 立場とは別の可能性を検討 してみた

いと思 う。「家族」単位社会について、その終焉の検討である。

20世紀の 「家族」単位の社会の終焉 ということは、実のところもうすでに20世 紀の始まる前の

19世紀の後半に、その兆 しが見えていたのではないか。家族に所属することが自然でも必然で も

ないと考えて非家族的な生活を実践 している人びとの存在の再発見がもたらす兆 しのことである。

「家族」単位の社会の終焉つま り 「家族」単位の社会ではない社会の可能性は、近代家族の誕生

以前に、その実現が予兆されているのである。以下では 「家族」単位の社会ではない個人単位の

社会について考察 してみる。

6。 個人単位の社会へ

20世紀は確かに、20世 紀近代家族と しての 「家族」単位の社会を完成 させた。

つま り20世紀近代家族は一つの社会制度となったのだ。それゆえに、21世 紀に入っても20世紀

近代家族の幻想 にとらわれ、「家族」共同体の中で生活を送 る人たちも数多 くいるにちがいない。

しかしもう一方で、結婚や家族生活に積極的には参与 しない人びとも出現するのであろ う。消極

的な意味で 「結婚がで きない」、 「家族生活が送れない」とい うのではな く、あえて結婚や家族

を選択 しな くて も、十全な市民生活や親密な人間関係を維持で きる人びとのことである。すなわ

ち市民生活や親密な人間関係の前提条件に家族や結婚を置かずに、十全な人生を送れる人びとで

ある。このような人びとで構成 され る社会のことを、「個人単位の社会」あるいは 「シソグル単

位の社会J(14)と呼んでいる人 もいる。

20世 紀の近代 「家族」単位の社会では、男女の性別役割分業に基づ く性別観が自明視 されてお

り、そこでの個人とはこのような家族的な男女一対の片方のこと、とりわけその男の方のことで

あった。 このような個人が男女二人で築 くものが結婚あるいは家族である。つまりここで想定さ

れている個人とは、男女二人で結婚することが自然であることが前提とされた個人なのである。

家族的な個人の ことを、一般にはなに も形容詞をつけずに個人と言っているのだ。通常の個人と

は、暗黙の前提 として、家族的男女の片方のことであ り、家族的個人以外の個人の存在は想像 も

つかない ものとなっているのだ。

これに対 して、「個人」単位の社会の個人とは、夫で も妻で も、主婦で も主人でも、母で も父

で も、親で も子で も、(性 別役割分業的な)男 で も女で もない主体 をもった人間存在の ことを指
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している。つまり家族的な個人のことを指 しているわけではないのだ。家族を前提に した人間関

係 ・社会関係の中で果たす役割を担 っている人の ことを指 して 「個人」とは呼ばないのだ。 こう

した 「個人」単位の社会における個人とは、(性 別役割分業的な)男 女二分法や結婚制度的役割

(夫婦 ・父母 ・配偶者 など)を 前提 としないで市民生活を送 り、親密な人間関係を持 ってい る

「単独者」 のことである。「家族」単位の社会に慣れ親 しんだ人には、こうした 「個人」単位の

社会の個人を想像することは非常に困難なことにちがいない(15)。

「個人」単位の社会とは、「性差や結婚 とい うものが一人の人間を見る上で無関係になる社会」

であり、個人がすべての面(政 治 ・生活 ・経済 ・文化)で 単位 となっている社会である。つま り

「個人を見る上で性差や結婚 というファクターが非常に重要な意味をもっている社会」が前提の

「家族」単位の社会とは全 く別の社会のことなのだ。要するに 「個人」単位の社会 とは、「家族

がいるかいないか、どんな家族 とかに無関係 に、個人の自由を大切にする仕組み」(制 度)で で

きた社会のことなのである⑯。

7.変 わる男女性別概念

「家族」単位の社会から 「個人」単位の社会への移行 は、20世 紀から21世紀へという自然な時

間的推移によって生 じるわけではない。 こうした移行 には、さまざまな社会制度の変革が必ず伴

わ ざるをxな いのだ。つま り 「家族」単位の社会を支えている諸々の社会制度を、「個人」単位

の社会を保障する社会制度へ変革 しな くてはならないのだ。「個人」単位の社会とは、20世 紀近

代家族幻想としての 「家族」単位の社会が解体 した後にくる代替的な社会概念であり、現実的に

は 「個人」単位の社会の編成過程として しか実現 しない ものである。

「家族」単位から 「個人」単位への移行、つまり家族が解体 して 「個人」単位になるというこ

とは、社会が解体することではなく、また性愛や育児を含む親密な人間関係が無 くなるわけで も

ない。あるいは男女の性別概念それ 自体が無 くなるわけでもない。親密性や性愛や性別や人間関

係が無 くなるのではな く、個人単位のものに変化す るのだ。「家族」単位の社会観 しか想像でき

ない人には、このことがなかなか理解できないのである。

「家族」単位の社会 しか理解できない人は、現実問題として、「家族」単位の性別概念 しか理解

で きないようである。そ うした人にとっての男女の性別 とは、近代家族的な男女(夫 婦)に 基づ

く性別のことで しかな く、男女性別役割分業的な男女観のことを意味 している。つまり、近代的

な相補的な男女二分法的な男女 しか想像できな くなっているのだ。「家族」単位の社会におけ る

社会制度がもたらす男女性別概念が唯一の性別概念となって しまっているからだ。

したがって、「個人J単 位の社会へ移行す るための社会制度の変革には、性別概念の社会秩序

の変革 も含 まざるを得ないのだ。政治 ・経済 ・文化 ・生活のあらゆる社会制度の変革は、性別概

念 という社会秩序の変革 と同時進行とならざるをえないことになる。家族的な男女性別概念から

個人的な男女性別概念への移行である。

個人単位の社会では、「家族」単位の社会 における男女のあり方、性別概念が変化 して、男女

二分法的な性別概念は規範 としては使用 されないであろう。男女が結婚 して家族を作るという男

女性別概念は、制度的な支持を得 ることはな く、性別概念の単なる一つの用法になるであろ う。

「個人」単位の社会で も、性別概念そのものはな くな らないであろうが、男女のあり方、役割の

あ り方、性愛のあり方は、「家族」単位の社会のものとは、制度的に異なっているはずである。
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このような性別概念に基づいた 「個人」単位の社会では、20世 紀とは別の 「新たな」人間関係 ・

社会関係 ・社会制度が編成 されることになるであろう。

注

1.核 家族(nuclearfamily)と は、夫婦と未婚の子 どもからなる家族のことであ り、家族を構

成する最小構成単位である。 この家族の最小構成単位 としての核家族が、他のものと組み合わ

さってさまざまな形態の具体的な家族をつ くるとされ るのだ。(マ ー ドック参照)通 常 日本語

で言われている 「核家族」は、正確に言えば核家族 「世帯」のことを指 しているらしい。厂核

家族」論は、家族普遍論の典型である。

2.封 建制の家族は、女性にあからさまに暴力がふるわれ、女性を家系を絶やさないための子産

みの道具とし、社会的に無権利状態に置 き、家事 ・育児などの女性役割 を自己犠牲的に押 し付

け、その上で女性の自己犠牲を美化するような性差別的な家父長制家族だと一般に見なされて

いる。

3.第 一次集団とは、アメリカの社会学者のクー リーが命名 した集団類型で、親密で対面的な関

係 と協同を特徴 とする小規模な集団を意味する。家族 ・近隣 ・遊び仲間などがその代表例 とさ

れる。

4.落 合1997,p.105.参 照。

5.こ こでいう現在の家族論とは、社会史や社会人類学や歴史社会学の成果をふまえた家族論の

ことを指 している。

6.落 合1997,p.103.参 照。(こ のまとめには、家族 と性愛の関係が捨象 されている。)山 田

(1994)は 、近代家族の基本的性格 として次の三点を挙げている。1外 の世界から隔離 された

私的領域、2家 族成員の再生産 ・生活保障の責任、3家 族成員の感情マネージの責任。 シ ョー

ター(1987)の 近代家族の三要素は、1ロ マソス革命、2母 子の情緒的絆、3世 帯の自律性で

ある。

7.日 本社会において、一般大衆の中産階級化=近 代家族化が成立 し始めるのは、大正期以降の

ことである。都市化=産 業社会化の成立とパラレルである。この ことが社会全域に普及す るの

は、第二次世界大戦後の ことである。そして固定化=完 成化 してい くのは高度成長期のことだ。

さらに今現在(70年 代後半以降)は 、黄昏れ期に入っている。落合はこのような日本の近代家

族の ことを 「家族の戦後体制」と呼んでいる。その特徴は次の三つである。1女 性の主婦化、

2再 生産平等主義(二 人っ子化)、3人 口学的移行期世代 が担い手(人 口学的移行期 における

核家族化)(落 合1997,p.101)。

8.20世 紀近代家族とは、より具体的に言えば、公的領域 とは区別 された私的領域 において真実

の愛と性の結合によって(恋 愛)結 婚 した一組の夫婦が、夫婦中心主義によって(賃 労働 と家

事労働の)性 別役割分業 に基づ きながらも対等な人間関係(=友 愛関係)を 作 る家族(と その

変種)の ことである。 これこそが理想的で普遍的な家族だ という感覚を伴 うことが多い。 しか

し、20世 紀近代家族の黄昏れ期には、その変種のあ り方が顕在化す る傾向がある。現象的には、

女性の脱専業主婦化、出産育児の脱家内化、女性の就労化(脱 性別役割分業化)、 単婚的異性

愛の脱中心化などが顕著になってくる。
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9.伊 田1998a,p.10～12参 照。なお 日本社会におけるイエや核家族 も 「家族」単位の一変種で

ある。20世 紀の社会科学における社会理論の大部分は、「家族」単位社会論である。

10.こ こで言う 「個人化する家族」現象 と、次の6節 でい う 「個人単位の社会」 とは似て非なる

概念である。家族の個人化では、家族の存在は既成の前提でな くあくまでも個人の選択の一つ

の結果にすぎないことに力点があるが、「個人単位の社会」の強調点は、「個人」概念の変更に

ある。つまり 「家族単位の社会」の中で選択する個人の性別概念と 「個人単位の社会」の個人

の性別概念の区別に力点があるのだ。要するに 「家族単位の社会」の個人のもつ家族的な性別

概念と、「個人単位の社会」の個人の非家族的な性別概念の相違である。個人の 「選択」の存

否ではな く、「個人」の性別概念における家族的なものの存否が区別の基準なのである。

11.ド イツの社会学者F.テ ソニエスの規定では、ゲマイソシャフ トとは人間の自然な本質に基

づ く有機的な社会関係態であり、ゲゼルシャフ トとは思考の選択意志に基づ く機械的な社会関

係態のことである。

12.目 黒1987,p.iv.参 照。

13.伊 田は、 日本社会の明治からの現在 までの 「家族」形態 を、「近代(性 別)秩 序導入型家族」

「農村 ・都市連結型家族」「都市賃労働者家族導入型家族」「戦時動員型性別秩序」「専業主婦

型家族」「パー ト妻型家族」「両性疑似パー ト型家族」 と呼んでいる(1998b,pp.83～96)。 い

うまで もな く、「専業主婦型家族」が20世 紀近代家族(資 本制型性別秩序)の 基本型 となって

いる。

14.歴 史的に見 るならば、 こうした目標 に基 づ く社会運動の顕在的な現れの1つ がフェミニズム

(女性解放思想)の 運動であった。いわゆ る第一波 ・第二波のフェミニズム運動の主要な主張

には常に 「家族」解体があった。 しか しながら 「家族」単位社会の中では、 こうした主張点は

なかなか実践的には実現 されなかったのだ。

15.伊 田は 「個人」概念に代えて 「シソグル」概念を用いる理由を次のように挙げている。

(1)「 エゴイズムとしての個人主義」のような個人概念との混同 ・誤解 を避ける。(2)近 代的

個人概念は男女二分法 と対立 しないように理解されている。(3)個 人概念は通常では結婚制度

の 「夫」や 「妻」とい う役割 と対立 しない。(1998b,p.17.)

16.伊 田は より具体的に以下のように述べてい る。「各人は、パー トナー込みで考えず、自分の

食いぶちは自分で稼 ぎ、同時に自分で家事 をする。二人は 「一人ではなく二人」だと認める発

想である。二人で暮 らしていて も、基本的 に家計は各人 ごととする。子 どもがいるなら、男女

にかかわ りなく自分で育児をする。妻にまかせたらいいとか、夫に稼いでもらうという発想自

体を排除するのである。同時に子どもを所有物 ととらえず、子ども個人の権利 を尊重する。自

分で行い、自分で責任をとる。すべてを自分個人を単位に考えること、ここからシソグル単位

社会への変革は始まる。」(1998b,p.102.)
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